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C O N T E N T S

　今回のすじかい表紙の写真は、京都の三大祭りの祇園祭です。あの大
きな何ｔもある鉾を、釘一本も使わずに荒縄だけで、心臓部の屋台を組
立てられ、それが都大路を巨体を揺らせて巡行するさまは、誰もが感動
する場面です。皆さんも、毎年祇園祭りのお囃子や巡行を見て楽しまれ
ていたと思います。しかしながら去年も今年も巡行等が中止となり、大
変残念がって居られることと思います。そこで少しでも、その醍醐味を
味わって貰おうと思い今回のすじかいの表紙に掲載しました。来年こ
そは巡行等が出来ることを願っています。そして、後祭りに参加を予定
している鷹山の巡行も楽しみです。

表紙のことば  洛西支部／田中　義人
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コラム

　早いもので今年も夏がめぐってきました。昨年のいまご
ろは初めての緊急事態宣言なるものが発せられてから、
ひとまず落ち着きを見た頃でした。検査数が少ないとは
いえ、東京の新規感染者が8人や15人という日があっ
たくらいで、今では信じられないほどに一応は抑え込めて
いました。各地で大雨があり、熊本では球磨川の氾濫で
大きな被害が報じられたのがもう一年前です。
　我が国は世界でも有数の自然災害の多い国ですが、
一向にこれを改善することができないまま毎年人命と莫
大な個人・社会資産の喪失を繰り返しています。
　大雨の一方で、水不足の地域があり、それならばいっ
そ、パイプラインを敷設して、増水した河川から不足する
地域に圧送するという“夢”のようなことができないかと
思ってしまいます。大土木工事で常時利益が出るもので
はありませんが、長い目で見れば利益をもたらせるのでは
ないかと勝手に思っています。
　私たちは多くの災難と隣り合わせに暮らしていかざるを
得ないのですが、日本列島が厳しい自然の代償にもたら
してくれる気候風土は、肥沃な土壌とゆたかな食材を恵
んでもくれます。暑さ寒さが厳しく感じる生活は、時には、
季節の移り変わりを肌で感じることのできる面もありまし
た。一寸昔の日本の住宅の造りは寒さに対しては劣悪と
もいえ、化石燃料を使わない冬の暮らしは我慢を伴いま
した。私が子供の頃の昭和30年代、一般家庭で暖をと
るのはもっぱら炭でした。それでも徐々に電化製品（洗
濯機や冷蔵庫、電気こたつ）が出だして嬉しかったのを
覚えています。余談ですが氷式冷蔵庫は、売りに来る大
きな氷を上扉の室に入れ、その冷熱で下扉の室で食材
などを保存していたのです。
　前号でこの列島に暮らす日本人は繰り返しやってくる
災害にどのように付き合ってきたのかを、和辻哲郎の言
を借り、日本人は災禍を忘れやすく何事によらず、とかく
水に流しがちな国民性である、と1935年に風土と国民

「新・ふだんあまり意識しないこと…季節はめぐる…」
～災害と暮らし～

� 洛中支部　名和　啓雅

性の関係を「風土」で著していることを書きました。ある
意味で一種のあきらめを踏まえ、自然への付き合いかた
を身につけて暮らしてきたのだと思います。
　そんななかで長年暮らし続けてきた生活の仕方が変化
させられると感じる昨今です。
　省エネルギーの観点はとても重要ですが、木造住宅で
の構造躯体を断熱と補強金物でがんじがらめにして、開
けない前提をしているとしか思えない窓で、機械的な温
度管理をする住宅の政策には危機感さえ感じます。通
風や日射遮蔽、樹木を積極的に取り入れることを奨励し
ていると言いながら、人工的に保たれた内部環境の家が
省エネ住宅の先端とは何か変です。これまでの慣れ親し
んだ家並が変わり、家の姿が日本の住宅の意匠を変えて
しまう風景が増えてきました。時代と共に家のつくりや家
並が徐々に変わっていくことは避けられないことですが、
これらのつくりの修繕はどうするのでしょうか？　いたんだ
部材を取り替え修繕して長持ちさせ、住み続けるというこ
とがやはり大切だと思うのです。

　建築の分野に限らず今回のコロナ禍は、これまでの
生活の便利さを追求するあまり、私達が失ったものをもう
一度見直してみる良い機会だとも思えます。SDGsを持
続可能な開発といいますが、やはりなんの我慢もせずに、
湯水のごとく資源を浪費した暮らし方を見直さないと私た
ちに未来はないのではないかと思います。世界人口が当
時35億人程度で、この先の人口増を50億人ほどと前
提にしていた1970年代から、わずか50年で7～ 80億
に達してしまうなか、各国がこれまで欧米先進国がやって
来たことと同じことをするなら、地球がもう一つか二つ必
要になるとの説が、あながち大げさな話ではないようです
…。
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第46回 定時社員総会

定時社員総会にも20数年出席させて貰ってます。

　過去には副議長も一度やらして貰った経緯もあります。
前回の会場は紫明会館で行ない、ホテルとは異なる芝居
小屋の様な手作り感があり会員が自分達の総会と言う趣き
がありました。
　ホテルで行なわれる総会は役員と会員の一騎打ちの様
な雰囲気が感じられます。株式会社の総会は取締役と株
主の利害関係が存在しますが協会の総会は株式会社と同
じく、一年の総決算の会ではありますが、協会員が一同に
会して次年度のよりよい協会運営を各会員が自由に言える
場でもあります。又、会員は協会運営に関して他人まかせ
でなく積極的に参加しなくてはならないと思います。なぜなら

協会がある目的（社会の健全な進歩と発展）を守る為には、
会員が協会を存続させる為に頑張らなくてはならないからで
す。総会の質問の中で協会の財務の意見も有りました。
協会の健全な運営は会員の会費でまかなわれるのが最善
と思われますが、京都府の建築士事務所の17％のみの会
員では到底無理があります。協会は自分達の職業を守る
団体であり、協会という組織がなければ国・府・市に意見・
要望も通らないのです。
　協会を維持していく上でいかに会員の数が必要か考えな
くてはなりません。協会を破綻させない為にも、各会員が新
会員の加入のために努力して協会運営を手助けし、財務
の軽減を行い、会員の中から自分も協会の運営に参加し
たいといわれる会員が出てくるのを楽しみにしたいと思いま
す。総会の話との事でしたが、総会で協会の資産減少の
意見がありましたので少し横にそれましたが一筆させて貰い
ました。協会は自分たちの職業を守る為に作られた組合か
ら発展した協会と聞いています。自分達の建築士事務所を
守る為に協会に入っているのではなく、自分が協会を作っ
ている一員である自覚を持つことが大事と思った定時社員
総会でした。第47回定時社員総会にも又、出席できる様
楽しみにしています。
 （総務・財務委員　吉田　博和）

行事報告
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役員紹介

　この度、理事の皆様のご推挙により会長に再任されました上野でございます。
　14年前に48歳で初めて会長に就任して以来、私自身も62歳になってしまいました。
　14年前の会長就任当初に「改革と継承」というテーマでスタートさせていただきました。
　時代とともに変わっていくものがありますが、守り続けなければならないものもあります。
　当協会も長い歴史の中で動脈硬化を起こしている部分があるのも事実です。
　公益団体とは法定団体とは何なのかという原点に立ち返り、何を改革し、何を継承していくかを十分に
議論していかなければならないと思っています。
　その中で私が思うことは、協会は会員個人の利益を追及する道は決して進まないということです。
　近年、協会の業務が増加しています。昨年度もコロナ禍ではありましたが、多くの事業が実施されました。
　新しい事業が増加するということは当協会が認識されたということですが、反面その対応には苦慮してい
るのが現状です。
　また、事業の増加に比例して、事業収入が多くなればよいのですが、赤字決算にならないか毎年心配
しているのが現状です。
　総会でも、会員の皆様から協会の財務に対しての質問があります。
　場当たり的な対応では閉塞感も漂います。抜本的な対応をしていかなければ当協会の未来はありません。
　会員の皆様の知恵を集約して安定的な協会運営を検討していかなければならないと思います。
　そして、協会が会員の皆様に対して何ができるかだけではなく、会員の皆様が協会に対して何ができる
かを考えていただくことが、協会の維持に必要なキーワードになると思います。
　近年会員皆様の努力で多くの新入会員が入会していただき、会員数も370名を超える協会になりました。
　経験のある人材と新しい人材が融合して、チームワークで新しい事業展開が出来ればと思っております
ので、会員皆様のご意見とご協力をお願いします。
　今年もコロナ禍の一年となると思いますが、厳しい条件下でも常に自己研鑽に励み、クオリティーを高め
ていく努力が必要であると思います。
　今一度、己の利益を求めず、皆様で多いに議論し、府民に軸足をおいた活動を促進し、建築設計業
界発展のために「会員ひとりひとりが主人公」というテーマで協会の運営を進めていく所存です。
　最後になりましたが、昨年来のコロナ禍で多くの会員の方々の業務や生活に少なからず影響があったと
思いますが、会員の皆様の更なるご指導、ご協力をお願いし、皆様方のご健勝と事業の益々のご発展と
ご家族のご健康を心よりお祈り申し上げます。

会　長　上野　浩也　一級建築士事務所　株式会社上野建築事務所

就任のご挨拶

名誉会長�常任理事　高橋　　宏　株式会社伊藤・梅原一級建築設計事務所

　今年度、名誉会長・常任理事の拝命を受けました北部支部選出理事の高橋宏です。コロナ禍であり
ますが出来る限り上野会長のもと（一社）京都府建築士事務所協会の発展と後継者（若者）育成、
並びに社会に貢献できますように微力ながらサポートさせて戴き、事務所協会の発展に尽力し頑張らせて
戴きたく思っております。役員・会員の皆様方の絶大なるご協力とご支援を賜りますように宜しくお願いします。
　就任の挨拶に代えさせて戴きます。

相談役�常任理事　八木　裕有　八木一級建築士事務所

　この度、相談役・常任理事の職を拝命いたしました、南丹支部選出の理事八木裕有です。理事にな
り専務理事を5年努めた後、副会長の職を5年と大役務めて参りました。2年間の相談役・常任理事を努
めて参りましたが、更に引き続き務める事となりました。未熟者で力不足ではありますが、今後も上野会長
を支え、会員の皆様の御協力を得て（一社）京都府建築士事務所協会の為に精一杯務めて参りますので、
宜しくお願いいたします。
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役員・支部長紹介

副会長

内田　康博
一級建築士事務所　内田康博建築研究所
　令和３年度の総会にて、理事及び副会長に
再任されることとなりました。世の中が大きく変
動するなか、当協会もこれまでとは異なる対応
が求められています。そのなかで、微力ながら、
お役に立てればと思いますので、よろしくお願い
申し上げます。

副会長

葊瀨　文孝
一級建築士事務所　ライン設計室
　このたび、前期に引き続き副会長の職を拝命
しました洛南支部の廣瀬文孝です。
　平成11年4月に初めて理事に就任させていた
だき、途中退任の時期はありますが気が付けば

14年目に突入いたしました。
　協会の事業収入には波があり、運営の安定化については大きな課
題がありますが、更なる組織体制の充実を図り、会員の皆様に少しで
も役に立つ活動に努めさせていただきたいと思います。
　今後とも、京都府建築士事務所協会の会員の皆様のご支援ご鞭撻
の程、宜しくお願い申し上げます。

常任理事

金森　清正
金森一級建築設計事務所
　城南支部の金森清正です。当支部に於いて
も、若い会員の入会がなく今期も継続して理事
をさせていただくことになり常任理事を仰せつかり
ました。

　微力ですが本会と支部の間にあって、老体にむち打ち、お役に立て
ることがあればと、思っています。宜しくご協力お願いします。

副会長

小林　範子
一級建築士　小林建築事務所
　この度ご推薦を頂き、引き続き副会長という
大役を仰せつかりました洛北支部の小林範子と
申します。3期目となり身の引き締まる思いですが、
まだまだ未熟で勉強させて頂いております。日

事連では青年部会連絡会議の一員として参加させて頂いており、他会
の委員との意見交換はWeb等で行っております。
　昨今はコロナ禍で、なかなか集まる機会は少ないですが、お役に立
てるように微力ながら精一杯務めさせて頂きたいと存じます。皆さまのご
指導、ご鞭撻を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

常任理事

瀬戸　一海
一海建築設計事務所 一級建築士事務所
　今年度、来年度に洛北支部会より理事に推
薦された　瀬戸一海　と申します。よろしくお願
いいたします。
　思い起こせば早いもので、2009年に初めて

理事になってもうすでに10年が経過して11年目に入ろうとしています。
　2年後には70歳を迎えますので、最後の理事を務めさせていただこう
と思っています。
　理事になってからずっと業務技術部会長をさせていただき、木造耐震
委員会に籍を置いて活動してまいりました。
　2011.3.11東日本大震災、2016.4.14熊本地震、最近では大阪北
部地震を経験し、木造住宅の耐震化を事業の中心に据えて府民、市
民に向けて普及活動を推進してまいりました。又　今年3月に　KM耐
震ソフトが　防災協会の認定が下り　販売に着手すべく全力で取り組
む所存ですので　今後ともよろしくお願いいたします。副会長

木村　　智
株式会社木工舎　一級建築士事務所
　今年度も引続き副会長の職を拝命いたしまし
た南丹支部の木村智です。上野会長のリーダー
シップのもと、協会運営の一助となるよう微力な
がら精一杯頑張っていく所存でございます。会

員の皆様には引き続きご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
　担当は広報・渉外部会です。広報委員会とキャンペーン委員会に携
わらせていただきます。
　委員会の皆様には、楽しい委員会活動になりますようによろしくお願
いいたします。

常任理事

岩村　和男
KAZU建築設計室（二級建築士事務所）
　この度、桃山支部より再度理事を仰せつかり
ました、岩村和男と申します。まだまだ力量不
足の身ではありますが、少しでも京都府建築士
事務所協会のお役に立てる事が出来ます様に、

諸先輩をはじめ、桃山支部会員の皆様、今回選出の理事の皆様と協
力して、京都府建築士事務所協会会員の皆様へ少しでも貢献していけ
るように務めさせていただきます。宜しくお願い致します。

専務理事

由村　知行
一級建築士　由村建築設計
　この度の定時総会において会長より引き続き
専務理事の職を拝命いたしました洛西支部の由
村知行です。
　早いもので理事に選任されてから今期で5期

目となります。今期も協会の為に少しでも力になれたらと思いますが未だ
に他の役員の方々や事務局の方々に助けてもらってなんとかやってる感
があるのも事実です。引き続き役不足ではございますが会員の皆様にメリッ
トのある運営が出来たらと思います。
　昨年からのコロナ禍で協会での行事も極端に減り、また総会やその
他の懇親会が中止になる異常な事態で会員の皆様との交流が中々出
来ない状況ではございますが、今後とも御協力の程、宜しくお願い申し
上げます。

役 員 紹 介
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理　事

木下　一盛
株式会社アーク・ワン　一級建築士事務所
　前年度に引続き理事をさせて戴くことになりま
した木下と申します。
　今回で3期連続となりますが、右も左もわから
なかった1期目は青年部・女性部合同委員会の

委員長を任せて戴き、これからの京都会を担う青年、女性部員との交
流を深めると共に、また他会との交流を目的とした兵庫会、愛媛会、
福岡会、東京会等の青年部とのつながりを深めさせて戴き、自身にとっ
て大変実りの多い貴重な体験をさせて戴きました。
　2期目はキャンペーン委員会の委員長を任せて戴きました。令和元年
度は京都府主催の「京都府府民フェスタ」に木造耐震委員会と共同
で参加し、メインにお子様を対象とした「おうちバコ」工作体験を協会
専用ブースに設けることにより大変盛況な形で終わりました。令和2年
度はコロナ禍において多数の府民が集まるイベントは無理と判断し、建
築士事務所の存在をアピールする動画を3本立てで作成いたしました。
このような体験も私にとって非常に有意義な経験となりました。これから
も微力でありますが協会の存続、発展に協力する所存で御座いますの
で皆様のご指導、ご鞭撻、よろしくお願いいたします。

理　事

辻　　伸子
辻造作工房　一級建築士事務所
　社会情勢の変化が年々早くなり、建築士事
務所に求められる責任・職務範囲など年々厳し
さを増す中、少しでも協会会員に役立つ活動に
努めて参りますので、ご指導、ご協力の程よろ
しくお願い致します。

理　事

橋本　勇樹
株式会社長岡開発　1級建築設計事務所
　この度、理事を拝命致しました乙訓支部の橋
本勇樹です。二期目となりますので、これまで
以上に京都会の発展の為に、力を尽くして参り
たいと念願しております。今後とも引き続き、皆
様のご指導、ご厚情を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

理　事

奥村　健太
一級建築士事務所　ODS
　この度新理事に就任しました奥村健太と申し
ます。
　早いもので、3期目の理事となります。研修
委員長・インスペクション専門委員長・総務財

務委員長を経験させていただきました。色々な委員長をさせていただき、
ようやく事務所協会たるものがわかり始めてきました。財務関係としては、
まだまだ安定した運営は厳しいものの少しでも協会の為に力を尽くして頑
張っていきたいと思います。
　若輩者ですが、今後ともよろしくお願いします。

理　事

堀井　里見
建築テラス　一級建築士事務所
　今回　理事をさせていただくことになりました
堀井と申します。
　現在右京区にて個人で建築設計事務所をし
ております。

　今から４年程前に協会に入会させていただいた者ですが、会員の皆
様の業務や業界全体の地位向上に少しでも役立てるように努めたいと
思います。解らないことも多く、いろいろとご教示いただく場面も出てくる
と思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

理　事

長西　朋宏
株式会社オサニシ　二級建築士事務所
　前期に続き、理事に選任されました 山城支
部の長西朋宏です。
　思うように活動できない状況が続いております
が、今期も青年部・女性部合同委員会の委員

長として、社会情勢の変化に対応しながら、協会発展のために何がで
きるのか、考えて取り組んでいきたいと思います。
　皆様方のあたたかいご理解ご協力を心からお願い申し上げます。

理　事

金森　保則
京都エレベータ株式会社　一級建築士事務所
　この度、昨年度に引き続き理事を拝命いたし
ました洛南支部選出の金森保則です。
　昨年度までは、福利厚生委員長として二年
間お世話になりました。

　今年度第一回理事会におきまして、再度、福利厚生委員長に任命
していただきました。
　コロナ禍の世界情勢ではありますが、一日も早く日常が取り戻せる日々
が来るように祈っています。その暁には、リアルで会員の皆様に楽しん
でいただく企画等をさせていただきたいと思います。
　今後とも、ご指導ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

理　事

稲田　真孝
福井・稲田総合法律事務所
　京都弁護士会所属の稲田真孝（いなだまさ
たか）と言います。第46回定時社員総会にて、
外部理事に選任されました。3期目となります。
弁護士活動を始めて11年目です。活動の適法

性に留まらず、積極性を支えることも重要と考えています。貴会の発展
に寄与できるよう務めますので、どうぞよろしくお願いします。

理　事

田　高明
株式会社京都確認検査機構
　今年度、外部理事に再任いただきました㈱
京都確認検査機構　西田であります。
　初めて就任させていただいた時から、「設計
事務所様の良きパートナーと言っていただけるよ

うに」をモットーとしてまいりました。その精神を忘れずに引き続き、法令
委員会のオブザーバーとしても、リアルタイムに法の新着情報を提供し、
事務所協会の発展のため力を尽くす所存です。
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役員・支部長紹介

【洛北支部】

齋藤　義憲
　洛北支部長を拝命しました株式会社くまのす
みか一級建築士事務所の齋藤義憲です。義
父の熊谷勝が長年、事務所協会でお世話になっ
ております。誠に有難うございます。当面は、
社会的な情勢を鑑みながら、可能な範囲での
活動にならざるを得ないですが、支部会員の皆
様と様 な々情報交換をさせて頂きたいと思います。

地域に役立つ建築士事務所を目指して、「いま、できること」を模索し、
様 な々活動が出来るよう汗と知恵を絞らせて頂く所存です。協会員として、
まだまだ不慣れですので、ご指導、ご協力のほど、何とぞよろしくお願
い致します。

【洛中支部】

名和　啓雅
　洛中支部の名和啓雅と申します。皆様には
日ごろ慌しく過ごされる事が多いと存じますが、
洛中支部では「上方探索倶楽部」と題し建築
を通じて広くいろいろな文化にふれようという活
動もしています。実務以外でも京都建築専門
学校の学生さん達との交流を含め、種々考察な
どに少しでも役立つようにしたいと思っています。
　老害とならないよう来期は若い方に支部長を
して頂きたいと願っております。
　会員の皆様どうぞ宜しくお願い致します。

監　事

松村　　篤
みやこ社会保険労務士事務所
　監事の大命を拝しました、松村です。新任
の頃は外部から選任されており、協会の活動や
業界の言葉などが判らなく、至らない点が多 あ々っ
たかと思います。この度、再任にあたり、大分
慣れてきたと自負しております。今期は、内部
外部の融和の取れた視点で協会運営に寄与し
て参ります。

理　事

信𠮷　秀起
土地家屋調査士　信𠮷秀起事務所
　引き続き外部理事を、拝命いたしました「土
地家屋調査士の信吉秀起」と申します。
　上野会長様とは、十数年前からのお付き合
いであり、建築業界・建築関連法等につき、色々

とご教授いただいたり、リーダーシップとは、どのようなものかということを
実践的にご教授いただき、心より感謝致しております。
　私たち土地家屋調査士と、建築士の方 と々は、建物の建築敷地境
界線の確認や建物表題登記における建築確認申請事項の確認等で、
不動産にかかわる法律関連専門職種のなかでも、関わりの深い関係に
ある業種同士で、業務の中では色 と々協力しあって、クライアント様の
要望にお応えできるように、務めている仲間のような存在であると思って
おります。
　充分なことはできませんが、外部理事として少し違った観点で、ご協
力できるように、精進させていただきます。土地境界の問題や土地・建
物の登記相談等、何なりとお気軽にご相談ください。
　新型コロナウイルス禍の中、まだまだ大変かとは思いますが、「明け
ない夜はない」でしょうから、今のうちに、力を蓄積してジャンプアップで
きるように、日々研鑽・努力を重ねてまいりましょう。
　最後になりますが、会員・関係者の皆様方のご健康とご多幸をお祈
りいたしまして、私の外部理事留任のご挨拶とさせていただきます。

監　事

高木　善次
一級建築士　高木建築設計事務所
　前期二年に引き続き監事をさせて頂くことにな
りました。私は、年代に関係なく、各自の協会
への関わり方にも関係なく、総ての会員の方の
仕事に役立ち、そして参加できる協会であること
が基本だと考えています。微力ながらも協会の
ために尽力していきたく思っています。宜しくお
願いいたします。

監　事

名和　啓雅
1級建築士事務所　名和建築研究所
　このたび監事を拝命致しました名和啓雅です。
　協会にあって、監事という言わば嫌われ役を、
他のお二方とも協力し、微力ながらお役に立つ
よう努めてまいりたいと存じております。
　会員の皆様、職員の皆様、どうぞ宜しくお願
い致します。

支 部 長 紹 介
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【桃山支部】

渡邉　　聡
　桃山支部の支部長に就任しました渡邉聡です。
初めての支部長で分からない事が多いと思いま
すが、皆様のお力を借りて努めてまいります。コ
ロナ禍ではありますが、先ずは一歩づつ進み、
一人でも多くの方に支部会および協会本部の
行事にご参加していただけるように頑張ってまい
りますのでよろしくお願いいたします。

【城南支部】

橋本　光生
　この度、2期目の城南支部長という大役を仰
せつかり身の引き締まる思いでございます。前
任期後半はコロナ過の中、手探りの状況で十
分な活動が出来なかったと、反省しております。
諸先輩方に事業等の相談をさせて頂く事も多く
あり、不行き届きの部分が多 あ々るとかとは思い
ますが、精一杯精進して参ります。行政様、
各関係団体様と連携を取り、会員皆様と一緒
に盛り上げていきたいと考えております。ご指導
よろしくお願い申し上げます。

【山城支部】

三浦己季男
　今期もひきつづき支部長をさせていただきます。
　時節柄とくに支部としての活動は考えておりま
せんがなんとか支部会員の皆様の福利厚生に
努めたいと思います。
　みんなで楽しく活動をしたり、飲み会を開催で
きる日々が戻ってきますように。
　コロナ禍の終息を、お祈りいたします。

【洛東支部】

中井　洋一
　この度、洛東支部の支部長に就任いたしま
した中井洋一です。
　前期につづき2期目を務めさせていただくことと
なりました。
　コロナ禍により活動の巾が狭くなっておりますが、
当支部と協会の発展のために、皆様のご協力
を賜りながら精一杯の努力をしてまいる所存でご
ざいます。何卒よろしくお願い申し上げます。

【乙訓支部】

小森　良一
　乙訓支部長を継続することになってしまいまし
た小森　良一です。2年間、可能な限りの地
域貢献、より一層活発な乙訓支部活動をする
ために努力していきたいと思いますのでよろしく
お願い致します。

【洛南支部】

伏木　道雄
　3年ぶりに、洛南支部の支部長に就任いたし
ました。会員と支部の発展、新入会員の獲得
に注力して行きます。みなさん　御協力宜しくお
願い致します。コロナ禍ですが、命・生活・仕
事を守って行きましょう。

【南丹支部】

中西　義照
　今期、南丹支部支部長を務めさせていただく
ことになりました。
　FORMA建築研究室の中西義照と申します。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年に続いて緊急事態宣言下での始まりです。

　しょうがないと諦めることなく出来る事を模索しより良いコミュニケーショ
ンや行動が出来るように努めてまいります。
　何分不慣れではございますが支部、本部、事務局の皆様ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

【洛西支部】

野間　洋平
　洛西支部、支部長に就任いたしました野間
です。よろしくお願いいたします。
　今はコロナ禍にあり、なかなか思うように支部
会開催ができていませんが、新たな方法も取入
れつつ、これまでの洛西支部同様に活発な支
部となるよう尽力してまいりますのでよろしくお願
いいたします。

【北部支部】

近江　邦光
　近江設計一級建築士事務所　代表　近江　
邦光と申します。
　この度、令和3年4月より　北部支部長を拝
命することになりました。
　事務所協会の皆様、また　北部支部の皆
様に　お役に立てるよう日々努力致しますので　
ご指導のほど　宜しくお願い申し上げます。

【丹後支部】

岡田　昌基
　今季3で期目となる丹後支部の岡田　昌基で
す。
　丹後支部は1事務所減り、現在会員4事務
所と寂しい支部です。
　省エネ法が始まり、苦労していますが、事務
所協会の講習などに参加し、勉強していきます
ので、よろしくお願いします。
　ウッドショック、金属類の価格高騰等、建設
業界は大変な時期になっていますが頑張ってい
きましょう。
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図 1（洛中洛外図 上杉本）

図 4（都名所図会大佛餅） 図 5（摂津名所図会 とらや） 図6（江戸名所図会 三井呉服店）

図 2（洛中洛外図 舟木本） 図 3（洛中洛外図 舟木本）

　新型コロナ第4波による緊急事態宣言期間さなかの、
今年のゴールデンウィーク。「外出は必要最低限に控えて
ください」の要請に従ってはいるものの、近所を散歩程度は
します。
　商店街はシャッターを降ろした店舗が多く、却って看板が
目に付きます。

　「看板とは、いつの時代からあるのかな？」と、ふと思いま
した。

　室町時代中期～江戸時代初期（16世紀中頃～ 17世
紀初期）の風俗を表現している洛中洛外図『上杉本』（図
1）や『舟木本』（図2、3）では、看板らしき物は見当たりま
せん。客で賑わうミセの戸口に吊された「暖

のれ ん

簾」に、商う品
を形取った紋や屋号が染め抜かれており、看板の機能を果

「楽しき町歩き　京の町並み」第８回

●商店の「顔」●
洛中支部　辻　伸子

たしています。ミセの多くは平屋の建物で、通りに面して開
放的な造りなので、看板を取り付けやすい場所が無い。ま
さに、ミセは「のれんを守る」、「のれん」がミセの「顔」だっ
たのでしょう。
　時代は下がり江戸時代中期（18世紀中頃）を描く『都
名所図会』では、二階建て商家の二階部分に大きな看板
を掲げています（図4）。同時代に刊行された『摂津名所
図会』にも、二階部分に看板を腕木で張り出した商家が載
ります（図5）。
　家屋の規模が、平屋建てから二階建てに変わることに
伴い「看板」が登場したということでしょうか？対照的に、の
れんは丈

たけ

が短くなり、商家の戸口はいっそう開放的になり、
店内に入りやすい雰囲気です。
　「看板」が商家の「顔」となり、商家が守るのは「看板」
となり、「看板娘」「看板を下ろす（営業を停止する）」など
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の言葉の元になったのでしょう。
　また、当時としては当り前ですが、看板文字は「タテ書き」
です。当然、看板形状はタテ長の長方形となり、二階壁
の高さよりも高くなり、設置するのに工夫が要ったろうと思
います…。

　更に時代を下がり江戸時代後期（19世紀中頃）の『江
戸名所図会』『尾張名所図会』になると、家屋とは別に、
看板専用に建てた柱にタテ長看板を取付け（図6）、家屋
二階部分にはヨコ書き・ヨコ長看板も現れたり（図7）、一
階の壁面を看板化して、直接文字や紋を書く商家も見られ
ます（図8、9）。看板形状のバリエーションが豊かになり、
のれんとの組合せも多様になり、それぞれの「店構え」を
彩っています。

　明治時代以降は、タテ書き・ヨコ書きが混在しているも

のの、次第にヨコ書きが増えていったようです。
　材質にも変化が見られ、布（のれん）→木板（看板）に
加え、ブリキ製などが増えました（図10、11）。

　現在の京都の街なか、景観政策による色彩・大きさなど
の規制がかかるものの、多種多様な看板が店舗やビルを
飾っています。字体・形状・材質は種々様々、建物の規模・
形態・材料が様々であることとリンクしています。取り付け
る位置や高さも建物規模・形状に合わせるようにバラバラ
で、四方八方、様々な高さ・角度から、店舗や会社の看板
（顔）が目に飛び込んできます（写真1、2）。
　看板以外にも、たくさんの信号や道路標識に、私達は囲
まれています。その光景を「街の活気」と受け止めるのか、
「うるさく目障り」と映るかは、見る人次第でしょう。
　しかし、建物や看板、道路越しに望む山々や空が、変わ
らず美しいのは確かです。

参考文献： 『上杉本 洛中洛外図を見る』小澤弘・川嶋将生　著／河出書房新社
 『洛中洛外図 舟木本　町のにぎわいが聞こえる』奥平俊六　著／小学館
 『都名所図会』角川文庫、
 『摂津名所図会』『江戸名所図会』国立国会図書館デジタルコレクション
 『尾張名所図会』愛知文化芸術センター愛知県図書館デジタルライブラリー

すじかい春号の「楽しき町歩き 京の町並み」中の図版名
が間違っていました。

「洛中洛外図」ではなく、「都名所図会　四条河原」です。
ここに訂正し、お詫び申し上げます。

── 訂 正 と お 詫 び ──

図 8（尾張名所図会 伊藤呉服店） 図 9（江戸名所図会 木綿店）図 7（江戸名所図会 薬種店）

図 11（京都百年パノラマ館 洋品店 朝日堂）

写真 1 写真 2図 10（京都百年パノラマ館 洋小間物店）
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洛中支部だより
洛中支部　名和　啓雅

洛南支部だより
洛南支部　伏木　道雄

…よもやま話

　洛中支部では建築を通して歴史や文化にふれよう、と上
方探索倶楽部を活動していますが新型コロナ感染症
（Covid-19）の心配もあり、昨年は目立った活動はできませ
んでした。未来の建築士を支援する意味もあり、京都建築
専門学校との合同企画で上方探索倶楽部を今年も続けて
いきます。
　昨年度は金沢、富山へ足を伸ばした企画でしたが私達
年配者の参加は見合わせました。
　今回の洛中支部だよりはちょっと違った観点から建築そ
のものから少し離れたところでページを、お借りします。以
前の事務所協会近くの椹木通の家並です。ご存じの方に
は恐縮ですが、私の中で不思議に思っている家（お店）の
庇の位置です。
　道路は京都市の公道で、道路側溝も明確なのですが、
庇は道路に突出しているように見えます。
　それとも、道路境界より家の敷地内側まで舗装がしてあ
るということなのか、昔は庇の先端までが道で、その後に道
路巾が確定したのか、いまだにわからないのです。
　“京都の不思議”にいまひとつ加えてもらいたいとひそか
に思ってます。

ドローン講習

　洛南支部の池谷さんの会社（株式会社Fujitaka）のド
ローン講習に参加いたしました。あいにく、コロナ禍で緊急
事態宣言中のためWeb講習に変更となりました。次回、
本講習（園部町にて開催予定）を受講予定ですので、次の
「支部だより」にて御報告致します。
　京都市内は、原則、ドローン飛行禁止です。飛行には
所定の手続きが必要です。建築関係の業務では、山間部
等の足場の悪い敷地等の事前調査・建物調査の外観等
の事前調査・新築予定建物の特定の階（特定の高さ）か
らの眺望の確認等いろいろな方面で活用できそうです。自
身で撮影したり、撮影を依頼する方法もあります。講習費
用は、基本コース　約121,000円（３日間）からで、用途
に応じた専門コースの設定が可能ですので、撮影依頼も
含めて、詳細は直接お問い合わせください。
　コロナ禍が落ち着いて開催される講習を楽しみにしてい
ます。

支部だより

東を望む

反対側から
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城南支部だより
城南支部　金森　清正

宇治・白川金色院惣門にみる獅子口（シシグチ）

　前回、「宇治にあった金色堂」というテーマで、宇治白
川の金色院の建物の話を書きましたが、その金色院の惣
門と伝えられる門の修理に少し携わり、その屋根にある鬼
瓦についてお話します。瓦屋根の棟の先端に据えられる鬼
瓦は、飛鳥・白鳳時代には蓮華文１個を主文様とするもの
が多く、奈良時代には蓮華文に加えて鬼面文が近畿地方
を中心に多く作られ始めます。平安時代には、角のある獣
面が現れ、周縁に鋸歯文などの装飾が見られるようになり、
獣面鬼面の肉厚が高くなってきます。鎌倉時代以降は、
鬼面が前へ飛び出すよう立体的になり、中期ごろよりは厚
板状であったものが箱状になり、軽量化、固定の仕掛けも
考えられた瓦になりました。室町時代には２本の角をもつ鬼
面が多くなり、足元には鰭が付いてきます。江戸時代にな
ると御所鬼とも呼ばれる獅子口（紫宸口）が多くの社寺の
屋根に、見られるようになります。ここでやっと惣門の瓦に

たどり着きました。
　獅子口は「年中行事絵巻」にも見られ、平安時代には
檜皮葺・杮葺の屋根によく用いられていました。
　獅子口は、概ね５角形の箱形瓦の上に３又は５本の小
振りの巴瓦を乗せたもので、この巴瓦を「経の巻」と云いま
す。「経の巻」の多くは３本です。
　今回の調査では、上面右に「宇治住」左に「瓦師　山
田源左衛門友英」の箆書きがあり、鰭裏面には宝暦４年
の箆書きも見られました。宇治乙方村を本拠地とした瓦師　
山田源左衛門の五代目の作と思われます。山田源左衛門
は平等院刻印瓦にも見られる銘であり、また宝暦４年は、
他の部材で見つかった改修時の墨書とも一致しています。
　山田源左衛門については、「京都考古」第69号に、南
山城地域で名を遺した瓦師として、記述がみえます。

金色院惣門の南側の獅子口の写真と実測図
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改正建築物省エネ法への対応について
株式会社　京都確認検査機構　外部理事　 田　高明

　改正建築物省エネ法が令和3年4月1日よりスタートい
たしました。京都府建築士事務所協会の皆様は、準備万
端で対応できる状況にあると信じております。今回は、再
考のため説明義務制度及び省エネ基準への適合義務（省
エネ適判）について考えたいと思います。

§1．説明義務制度について

　設計依頼を受けられた時点で建築主様の要望をもとに、
現地調査を含め多岐にわたり検討し、建設諸条件が決定
してくるものと考えられます。今回の改正建築物省エネ法に
より、設計者に説明義務を課して、その結果を書類として
15年保存することとなりました。また、省エネ基準の計算を
行った結果、省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能
を確保するためにはどのような措置をとればいいかを説明す
る必要があります。省エネ計算にはいくつかの計算方法が
ありますが、簡単に済まそうとする場合、簡易計算シートを
用いる「モデル住宅法」で評価することとなります。当該計
算方法は、外皮面積の計算を免除するとともに、簡略化さ
れたポイントにより一次エネルギー消費性能を評価する手
法です。
　京都府下全域における年間の建築確認申請の物件は
約10,000件であり、そのうち木造2階建て住宅に代表さ
れる4号建築物の割合は約70％にあたる約7,000件で
す。これまではこれらの建築物は特段の理由がない限り省
エネ基準の計算は不要でしたが、今回の改正建築物省エ
ネ法により、省エネ基準の計算が必須となるということで
す。そこで、モデル住宅法を用いる手法を最低限取得して
おけば、何時でも即対応が可能となります。それでは簡単
に手順を解説してみましょう。

　モデル住宅法は、外皮性能・一次エネルギー消費性能
をそれぞれの簡易計算シートを用いて手計算により計算しま
す。簡易計算シートは数種類に分かれており、地域区分、
建築構造、1階床面及び浴室の断熱構造、設備仕様等

により、計画する住宅に該当する簡易計算シートを選択し
ます。最終的に一次エネルギー消費性能をポイントに換算
し、そのポイントが100ポイントを下回ると省エネ基準を満た
していることになり、100ポイント上回ると基準を満たしてい
ないことになります。ただ、モデル住宅法は標準計算ルート
に比べ簡略化されているため、計算結果は一定の安全率
を見込んでいます。そのため、モデル住宅法で計算した結
果が不適合の場合でも、標準計算ルートを用いれば適合
する場合があります。次項にモデル建物法の計算ルートを
掲載しますので、ご参考いただければと思います。
　次に気候風土適応住宅について考えます。
　京都府では、在来工法、伝統的工法、数寄屋建築…
等、京町家に代表される地域の気候・風土・文化を踏ま
えた優れた住宅が多く見受けられます。これらの住宅を省エ
ネ基準に照らした時に、土塗り壁等の断熱性能が数値とし
て評価できるのかなど、様々な部分で基準を定めるのが困
難であることが推測されます。
　そこで国土交通省は、このような評価が難しい住宅を気
候風土対応住宅とし、一次省エネルギー基準を合理化す
ることとしました。気候風土適応住宅の要件を満たす仕様
は以下の通りです。

【仕様の例示】告示第786号

一． 次のイからハまでのいずれかに該当するものであるこ
と。
イ． 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であるこ
と。

ロ． 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であるこ
と。

ハ．次の（1）及び（2）に該当すること。
（1） 外壁について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までのいずれかに

該当すること。
（ⅰ）片面を真壁造とした土塗壁であること。
（ⅱ）片面を真壁造とした落とし込み板壁であること。
（ⅲ） 過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であ

ること。

法改正
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（2） 屋根、床及び窓について、次の（ⅰ）から（ⅲ）までの
いずれかに該当すること。
（ⅰ）屋根が化粧野地天井であること。
（ⅱ）床が板張りであること。
（ⅲ）窓の過半が地場製作の木製建具であること。

二． 所管行政庁が、その地方の自然的社会的条件の特殊
性により、前号に掲げる要件のみでは、地域の気候及
び風 土に応じた住宅であると認められない場合におい
て、当該要件に必要な要件を付加したものを別に定め
ている場合には、これに適合していること。

　設計者の説明義務においては、気候風土適応住宅の
要件に該当することにより、合理化された基準の適応が可
能となります。
　なお、前述したモデル住宅法と気候風土対応住宅は併
用して使用することができませんので、ご確認ください。
　説明義務制度は既に令和3年4月1日からスタートして
います。現状での対応策について略説明はしましたが、多
種多様な設計に対する取扱いについてはこれからの課題と
して捉えていただければと思います。

§2．省エネ基準への適合義務（省エネ適判）について

　原則300㎡以上の非住宅部分を有する建築物の新築、
増築等が省エネ適判対象となります。省エネ適判で重要と
なるのがBEIと呼ばれる値です。BEIは実際の設計仕様を
基に計算した各設備機器の一次エネルギー消費量の合計
値を、標準的な仕様を基に計算した各設備機器の一次エ
ネルギー消費量の合計値で除した値であり、新築の場合
はBEIの値が1.0以下であれば適合となります。増築の場
合は、増築後の全体面積と増築部分の割合が増築後の
床面積の1/2を超えた場合適判対象となります。（平成29
年4月1日以前に建築された建築物に限る。）この場合、
増築部分のBEIと既存部分のBEI（デフォルト値として
BEI1.2）を面積案分し足し合わせた結果が1.1以下であれ
ば適合となります。よって増築部分と既存部分を別々に計
算することになり、注意が必要です。省エネ適判の対象建
築物かどうかの判断では除外規定が設けられており、居室
を有しないこと又は、高い開放性を有することにより空調設
備を設ける必要のない「畜舎や自動車修理工場」等は対
象建築物から免除されます。また、一の建築物で高い開放

性がある部分がある場合、その部分の面積を対象面積か
ら除くことができ、除いた後の非住宅部分の面積が300㎡
未満の場合は、省エネ適判の対象外となります。
　省エネ適判対象物件の設計を行うには、標準入力法と
モデル建物法の2つの設計方法があります。一般的には
モデル建物法で申請されるケースが大半であり、より細部
の計算入力が必要な標準入力法は、弊社でも数件しかあ
りません。設計コスト及び時間との関係で設計者の方々が
選択することとなります。設計図書において、設計基準に
係る建材や設備の仕様等を明示し、BEIを計算ソフトによ
り求めることになります。

　ここでは、一般的なモデル建物法の入力を中心に解説
いたします。

①基本情報
　対象部分の床面積・階数・階高・外周長さ・非空調
コア部の外周長さ・空調対象床面積等をそれぞれ記載し
ます。
②断熱材
　断熱材の種類・施工部位・厚さ（種別厚さ別に色分け
します）・方位別の外皮面積（外周面積・屋根面積・外
気に接する床面積・窓面積を求め入力シートに記載しま
す。）
③窓
　建具の記号・種類・寸法Ｗ×Ｈ・ガラスの種類（モデ
ル建物法の記号）・ブラインドの有無（熱貫流率・日射取
得率が規定されているガラスを用いる場合はその数値）を
記載します。
④空調熱源機器
　熱源機器の名称・機種・台数・定格能力・定格消費
電力・定格燃料消費量・各能力値の定格条件・試験方
法を記載します。
⑤全熱交換器
　モデル建物法では、建物の外気導入量のうち全熱交換
器を通過する割合が80％以上の場合のみ記載します。
送風機の名称・台数・給排気風量・冷暖房交換効率・
自動切替の有無・全熱交換効率の試験方法、全熱交換
器に影響を及ぼす送風機及びその風量を記載します。
⑥送風機（換気設備）
　モデル建物法では、「機械室」「便所」「厨房」「駐車場」
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に設置される機械換気設備のみが対象となっています。機
器の名称・台数・換気方式・送風量・出力・制御方式・
出力の試験方法・計算対象床面積を記載します。
⑦照明器具
　モデル建物法では、主たる室用途の室に設置された照
明設備のみ仕様を入力すればよいとしています。照明器具
の名称・種類・消費電力・消費電力の試験方法・設置
場所・台数・対象部分の床面積、省エネ制御の有無を
記載します。
⑧給湯設備
　「洗面」、「浴室」、「厨房」用途のための給湯設備を入
力対象とします。給湯用途・機器の名称・台数・定格加
熱能力・消費電力・燃料消費量・各能力値の定格条件
試験方法・配管保温仕様・節湯器具仕様を記載します。
⑨昇降機
　台数・速度制御方式を記載します。

⑩太陽光発電設備
　太陽電池の種類・設置方法・システム容量及び試験
方法・パネル設置方位角及び設置傾斜角を記載します。
⑪二次ポンプの変流量制御
　二次ポンプの名称・台数・1台あたりの設計流量・変
流量制御する場合のその旨を記載します。
⑫コージェネレーション設備
　発電出力、発電効率、排熱効率、排熱利用先を記載し
ます。コージェネレーション設備が設置されていても、仕様
を入力せず、コージェネレーション設備ないものとして計算す
ることも可能です。

　上記の解説を一覧表にまとめたものが下記の表のとおり
です。

種　　別 記載項目 記載する設計図書の例

基本情報

計算対象部分の床面積 各階平面図
計算対象部分の階数・各階の階高の合計 立面図又は断面図
計算対象部分の外周長さ 各階平面図
計算対象部分の非空調コア部の外周長さ 各階平面図
空調対象面積 各階平面図

外皮
断熱材の仕様、施工部位 各階平面図・立面図
方位別の外皮面積 立面図
窓の仕様、施工部位、ブラインド・庇の設置状況 建具表（仕様書）、各階平面図

空気調和設備

熱源機器の仕様、台数等 機器表
全熱交換器の仕様、台数等 機器表
全熱交換器の自動換気切替制御 制御図
予熱時外気取り入れ停止制御 制御図
2次ポンプの変流量制御 制御図
空調機ファンの変風量制御 制御図

換気設備
換気設備の仕様、台数等 機器表
送風量制御 制御図
換気設備の計算対象床面積 各階平面図

照明設備
照明器具の仕様、設置場所 照明器具姿図、照明設備平面図
各種照明制御 制御図
照明設備の計算対象床面積 各階平面図

給湯設備
熱源機器の仕様、台数等 機器表
給湯配管の保温の仕様、設置部位 特記仕様書
節湯器具の仕様、設置場所 器具表

昇降機設備 昇降機の制御方式 昇降機設備図
太陽光発電設備 太陽光発電の仕様、設置場所 太陽光発電設備図
コージェネレーション設備 発電出力、発電効率、排熱効率、排熱利用先 コージェネレーション設備図
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すが、台数等一致していないケースが多く見受けられます。
着工時に十分施工者とも注意事項を確認、指示しておくこ
とが最も重要と考えます。設計時も整合をとることは大事で
すが、監理の際の現場との整合も大事だと言えます。いわ
ば建築士の皆様の手腕によるところが最大のキーポイント
であります。
　基準をクリアすれば全てよしではなく、地域や周辺環境
の特性を生かした建築や暮らし方、文化を建築主と建築士
が理解し、目的に合った建築を将来に残していくことが義
務化されたということだと考えます。
　どうか改正建築物省エネ法の根幹を理解し、建築主の
方々に最大の理解を得て、それに見合った建築コスト、設
計料の必要性をご理解いただき、法を実効性のあるものと
していただければと心より思います。

　以上、『一般社団法人　住宅性能評価・表示協会』
及び『国立研究開発法人　建築研究所』技術情報のホー
ムページにある「計算支援ツール」へアクセスし、WEBプ
ログラムに上記の内容等を入力すると、計算値を出力する
ことができます。自分自身でチャレンジするか、設備設計で
外注するか、設計者の方々の選択となります。

§3．改正建築物省エネ法への対応

　設計段階での概略説明は終わりますが、追記としまして、
工事完了時の監理報告について現状を説明いたします。
省エネ適判物件に関して今まで、当初の設計通りに施工さ
れることは少なく、何かしらの設計変更を伴うことが多いで
す。完了検査前に、監理者として整理し、納品書、カタロ
グ等の提出によって現場との整合を確認することになりま

LINEからアクセス出来ます

協会ホームペーン動画
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賛助会員だより 株式会社セキノ興産

【会社名】 
株式会社セキノ興産 
【代表者】 
代表取締役社⻑ ⼭⼝ 輝雄 
【本社所在地】 
富⼭県富⼭市⽔橋開発 277-12 
【連絡先】 
0749-38-8250（彦根店） 
 
【会社紹介】 
当社は創業 83 年。全国に 60 店舗を構え、⾦属製屋根・壁材・板⾦資材など多くの建築⽤
建材を取り扱っていますが、鉄鋼⼆次製品販売メーカーの有⼒企業として業界を牽引して
います。独創的な新商品や新⼯法を次々輩出し、防⽔性やデザイン性、施⼯性の⾯で付加価
値の⾼い製品を提供しています。類を⾒ない多くの⾃社ブランド製品を有し、きめ細かな営
業ネットワークと⾃社⼀貫体制によるスムーズな⽣産フローで、お客様が求める確かな製
品をジャストインタイムでお届けしています。 
 
【事業内容】 
1.⾦属製屋根・壁材の加⼯販売 
2.住宅機器・各種建材の販売 
3.屋根及び外装⼯事の設計・施⼯管理 
4.板⾦業⽀援ソフトウェアの販売 
5.太陽光発電システム・オール電化機器の販売 
 
【WEB】 
http://www.sekino.co.jp 
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株式会社日東製陶所

本社工場  〒507-0072  岐阜県多治見市明和町1丁目125番地
TEL.0572-27-2155　FAX.0572-27-9089 http://swantile.jp/

スワンタイル ウェブサイト

大阪
オフィス

〒550-0014  大阪府大阪市西区北堀江1-9-4
三洋北堀江ビル503
FAX.06-7710-5884

タイルを製造し、
タイルの町を創造している。

自然と、まちと、くらしと。

多治見市一帯には、タイルをつくるための豊富な資源があります。

タイルメーカーは戦後からずっと多治見の町にとけ込み、町の繁栄

と寄り添いながら発展してきました。現在は全盛期の昭和30、40

年代にくらべ約半分の20社ほどに減ってしまったものの、マンショ

ンやオフィスビル、病院などの施設にも、町のいたるところで使用さ

れてきたタイルは、今でも町のカラーになり、デザインになり、暮らし

になじんでいます。『タイルの町・多治見市』の看板を背負う私たち

には、このカラーやデザインを受け継いでいく使命があります。私

たちにとってタイルをつくることは、単なる建築資材の一つをつく

ることではなく、町をつくっていくことなのです。

１日に生産するタイルの量は1万㎡以上、４階建てのマンションが

10棟ほど建つ数になります。これだけ多くの量をオーダーごとにつ

くり上げることができるのは、多治見では唯一、自社釉薬による一貫

生産だからです。

タイルづくりは一般的に素地となる土をつくるところ、釉薬をつくる

ところ、タイルを焼くところ、焼き上がったタイルを加工するところと

分業制で行います。しかし、それでは釉薬をつくるところは釉薬だ

け、タイルを焼くところは焼成だけの知識しか持たず、お客さまの細

かな要望に素早く対応することができません。

もともと釉薬をつくる工場からスタートした会社だから釉薬づくりの

スペシャリストが全ての工程の知識を持ち、豊富なサンプルや効率

のよい設備を整えることも可能なのです。

自社釉薬による一貫生産で、
国内シェア30％へ。

土や水、自然の恵みを原料に、1260度の炎が織り成す色とりどりのタイル。

強く美しい建築資材として内・外装やインテリアにも使われ、時代を超え、世界中で愛されてきました。

タイルは、自然環境はもとより、まちの景観、人々のくらしの歴史とともにあり、これからも、ともに未来を紡いでいくもの。

株式会社 日東製陶所は、そのタイルづくりの原点を忘れることなく、自然、まち、くらしと調和しながら

タイルの可能性を見出し、新しいスタイルを模索し続けます。
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健康だより

 

 

 

 

 

熱中症・新型コロナ対策の両立ポイント
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基本的な感染対策もお忘れなく！
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コラム

ついに来たウッドショック！
洛西支部　野間　洋平

　2021年初頭、こんな噂を聞いた。『近々木材がなくなるか
もしれない。コロナが落ち着いた国々が経済を立て直し、木
材需要が増え日本に木材が来ない。』その時は「あぁアメリカ
や中国がテレワーク取り入れて郊外に一軒家建てる人が増
えてるからね～まぁ一部の人が家建てるぐらいで大きな話には
ならないでしょ」って思っていたが想定以上にダメージが大き
かった。この夏には現場が動かないなんて話が多く聞かれそう
だ。

　ではなぜウッドショックが起こったのか。その要因は大きく3
つある。
1、 アメリカ等の産出国で住宅ラッシュのため日本に輸出され
ない

2、コロナショック、米中貿易摩擦によるコンテナ不足
3、国産木材の流通不足

　1は言わずもがなニュース等で知っている人も多いだろう。
　2はまだあまりニュースにされていないかもしれない。長くな
りそうなのでざっくり説明すると中国からアメリカに大量に物資
が運ばれる→アメリカ港で荷捌きする人が足りない→荷卸し
待ちコンテナで渋滞→コンテナ帰ってこない→日本に輸出す
るコンテナが無いので木材輸出できません。と言うことらしい。
　3の国産木材の流通不足。日本は7割森林なんだから木
材あるだろう！早く回せ！なんてことを言いたくなるかもしれない。
だが現実はそんな単純なことではないようだ。

　実は木材自給率はここ数年上がり続け、今では3割以上
は国産木材を使用している。と言っても製材・合板として使
用されているのは2割ちょいと言ったところだ。この数字を単
純に増やせば現場は回るのかと言うとそうではない。そもそも
単純に数字を増やすことができない。今現在ある人工林の多
くは1960～ 70年頃に植林されたもので丁度今が収穫期
真っただ中と言っていい。そのためここ数年木材自給率が上
がっているのだが植林は数年単位でズレがあるため一気に伐
採できない。伐採したとしても禿山ができてしまい災害の原因
になりかねない。また伐採の時季は秋～冬にしなければ間伐
した時周りの樹をダメにしてしまうから今は伐れない。仮に今
伐っても使用できるのは3カ月は後になる。化粧材として使用
するなら1年ほどかかるそうだ。単純に人手不足と言うわけで
はないのがわかる。さらに言うなら林業は儲からない。赤字に
なるため補助金を利用しなければ採算が取れない。稼ぎ時だ
からと伐っていては数年後に樹が無くなり樹が無ければ補助
金も下りず破綻してしまうだろう。
　国が木材不足を補うため伐採を指示したとしてもまだまだ建

設現場が動かない原因がまだある。それは樹種問題。実は
国産木材のおよそ半分はスギ・ヒノキである。木造建築を扱っ
ている者ならわかるかもしれないが柱等はスギを使用し、梁な
どの横架材にマツを使用することが多いと思う。日本のマツは
マツノザイセンチュウ、いわゆる松くい虫による松枯れで主な
産地が北海道・東北・信州ぐらいの状態にある。そのため
米松等の輸入材に頼っている所も多いだろう。つまり国産木
材の自給率をいくら上げようが横架材として使用するマツが圧
倒的に足りないのである。杉を横架材に使用することももちろ
ん出来るが梁せいは大きくなるだろう。

　ではウッドショックの対応策として何があるのか。過去に
あったウッドショックを振り返ってみると、今まで何度かあった
ウッドショックの原因は産出国の輸出規制がほとんどである。
そして代替案として新たな産出国を確保するという対応を取っ
てきている。では今回も代替案として新たな産出国を確保す
るということはできるのだろうか。答えは否と言いたい。なぜな
ら構造材となる針葉樹のほとんどが現在住宅ラッシュとなって
いる国々にあること。そして輸送手段が行き詰っているという
こと。そのため代替案として新たな産出国確保は難しいだろ
う。住宅ラッシュで輸出する木材が無い。国内にはスギ以外
の木材が少ない。他国から輸入しようにもコンテナ不足で輸
送手段が限られている。つまり手詰まりなのだ。
　しかし私は悲観することはないと思う。コンテナ不足も住宅
ラッシュも一過性にすぎないからだ。コンテナはしばらくしたら
また流れだすだろう。住宅ラッシュも何年も続くものではない。
今回の住宅ラッシュが終わるころに木材があれば、住宅ラッ
シュで森林が伐り尽されなければまた流れは戻ってくるだろう。
伐り尽されなければ…。伐り尽されたらあと何年も輸入は厳し
いが…。

　木材が無いから現場が止まる。現場が動かなくては職人が
減る。職人が減っては現場が動かない。こんな状態では新た
な契約も難しい。しかし今は耐えるしかないのかもしれない。
願わくば早く木材の安定供給が戻ってもらいたいものです。

追記
　もし木材が伐り尽された場合、ウッドショックより深刻なこと
が起こるかもしれない。森林が無くなるということはそこにいた
動物が餌を求め街へ移動する。そこから新たな感染症が発
生する可能性があるということ。ペストもそのひとつだった。さ
らに森林が無くなるということは洪水や土砂災害の発生要因
であったり、砂漠化ということもある。そんな馬鹿な行動は起こ
さないと信じたい。
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お仕事のお話から少しお聞きしたいのですが

… 父が設立した事務所を引継ぎ三重県津市と京都の2カ所の事
務所で主に構造設計や耐震設計の仕事をしております。私自
身の事務所協会への参加は6年前からになりますが、主に青年
部女性部合同委員会での活動が中心となっています。

青年部の活発な活動の様子はこの「すじかい」の紙面でもしばしば
拝見しております。

… そうですね、青年部の活動はみんなが若いだけあって様々な交
流の場を企画実施していますが、やはりコロナの為に人が集まる
イベントは開催しにくくこの1年は少しおとなしい感じです。はやく
楽しいイベントを再開し、皆さんにお会いしたいです。

お仕事のお話もお伺いしたのですが…

… それも有難いのですが、この取材をお受けすることに決まったと
きから、紙面を通じて「青年部への参加を是非呼び掛けたい」と
思っておりました。

広報委員会としての取材らしくなってきました（笑）

… 私自身入会して実感していることですが、青年部での活動を通じ
て他の設計事務所、メーカーの方々や様々な立場の方とお知り
合いになり、交流の幅がとても広がりました。

全国の単位会との交流もされていらっしゃいますよね。

… はい、青年話創会（などでの交流をきっかけに）兵庫会、（愛媛
会、福岡会）や東京会など青年部の活動が盛んな地域と親交
を深めています。様々な土地柄で感じられていることも知ることが
でき、これからの各協会のありかたなど同世代で意見交換するこ
とはとても有意義だと思います。

多くの若い会員の方にはぜひ参加頂きたいですね。

… はい。青年部女性部では人材の不足など共通で抱える話題な
ど堅い話だけでなく、合同開催のイベントなどむしろ楽しいことの
方が沢山ありますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

　紙面の都合でご紹介出来なかったのですが、都市計画の道を
志されて進学されたことやゼネコンでのご経験などのご経歴、プラ
イベートでは子供達にソフトボールの指導をされていることなど楽し
く、また興味深いお話も沢山伺いました。ご紹介頂きました奥村さ
んとともにこれからの事務所協会でのご活躍を楽しみにしておりま
す。

　設立から40年、2年前にお父様から代表を引き継がれ、三重県の津市とここ京都で
主に構造設計、耐震設計のお仕事をしておられる田端進也さん（桃山支部 株式会社
田端隆建築設計）にお話を伺いました。
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東華菜館
　打ち合わせの帰り途で通りすがりにスケッチした。これで
20分くらい。もう何度も描いているので早くなった。それに

しても絵になる建物だ。塔があること、装飾的な最上階と飾
り気のない下階とのコントラスト、玄関回りの豊富な装飾。
こうしたスパニッシュコロニアルの特徴が絵になる建物を生
み出しているのだろう。スパニッシュコロニアルをもっと描き
たい。そしてできればわたしもこうした建物を造りたい。
 （絵と文、円満字洋介）

※ 設計／ヴォーリズ、大林組施工、1926年竣工 
A5クロッキー帳ズ、0.5シャーペンB、2021.5.25スケッチ

○ 発　行 令和 3年 7月1日
○ 発行所 一般社団法人 京都府建築士事務所協会
 〒603-8163
 京都市北区小山南大野町１番地　紫明会館１階
 TEL 075-334-5277　FAX 075-334-5377
 https://www.kyoto-kenchiku.com/

○ 編集人 編 集 長 堀井里見
 編集委員  木村　智、岩村和男、橋本勇樹、 

酒井　徹、石井克憲、田中祐介、 
風月貴広、小峠圭三

○ 印刷所 株式会社ティ・プラス

　1950年代にニコンが世に出した「ニコンS2」。
　昨年 5月緊急事態宣言が敷かれていた間、連日このフィルムカ
メラを細部まで観ていた。発端は、巣ごもりの時間潰しから始めた
自室の整理。並べているだけの書籍を思い切って処分、空いた
場所に子供たちが幼かった頃の写真、メルクリンの機関車、そして
「当時の給料では高い買い物やったけどどうしても欲しくて買った
んや」とよく父から聞かされたS2を飾ってみた。そして作りのしっか
りとした革のハーフケースに収められたこのカメラを5Hから10Bま
での鉛筆で細密に描くことに挑戦した。夢中になって絵を描くこと

の楽しさを思い出した。絵の出来栄えは兎も角、描いていることの
心地の良い「のめり込み」が持て余した時間を暫く味わったことの
ない素敵な時間に変えてくれた。描き上げたとき妻に見せたりもし
た。
　それから一年近くが経ち又々緊急事態宣言下、部屋の掃除を
していたとき、ふとS2の革のケースの背中部分は2枚の革が重
ね合わせられていてその間がポケットになっていること、その中に
小さな紙が挟まれていることに気づいた。薄茶色に変色した小さ
な紙は父の名刺だった。勤め先と名前だけの名刺。偉そうな肩書
もないところが、若かった頃の父を愛おしく身近に感じさせてくれ
た。  （洛北支部　酒井　徹）
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